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東
京
都
が
事
業
実
施
主
体
で
あ
る
善
福
寺
川
上
流
地
下
調
節
池
整
備
事
業
に
関
し
て
、
国
交
省
は
令
和
七
年
度
当
初
予
算

で
、
二
億
円
を
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
と
し
て
配
分
し
て
い
る
。
今
後
は
、
事
業
費
の
二
分
の
一
に
あ
た
る
約
七
〇
〇
億

円
以
上
の
国
費
投
入
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

善
福
寺
川
上
流
地
下
調
節
池
事
業
の
単
体
の
費
用
便
益
比
（
Ｂ/

Ｃ
）
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
が
、
費
用
に
つ
い
て
は
、
東
京

都
は
事
業
費
を
一
五
五
七
億
円
と
公
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
田
川
流
域
の
河
川
整
備
計
画
に
対
応
す
る
Ｂ/

Ｃ
算
定
資
料
に
は

善
福
寺
川
上
流
地
下
調
節
池
の
事
業
費
（
一
四
〇
六
億
円
、
工
事
費
以
外
の
設
計
・
管
理
費
等
を
除
い
た
試
算
値
を
用
い
る
）

及
び
計
画
に
含
ま
れ
る
他
の
事
業
を
含
む
全
体
の
事
業
費
の
総
額
は
約
四
八
四
四
億
円
と
示
さ
れ
て
お
り
、
善
福
寺
川
上
流
地

下
調
節
池
の
費
用
は
約
二
九
％
を
占
め
る
。 

 

便
益
に
つ
い
て
は
、
神
田
川
流
域
の
事
業
全
体
の
総
便
益
は
、
六
八
一
四
億
円
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
善
福
寺
川
上
流
地

下
調
節
池
は
貯
水
容
量
で
は
河
川
整
備
計
画
に
あ
る
全
地
下
調
節
池
の
十
八.

六
％
に
あ
た
る
。
ま
た
、
河
道
整
備
が
時
間
降
雨

一
〇
ミ
リ
に
対
応
し
、
全
地
下
調
節
池
が
同
一
五
ミ
リ
に
対
応
す
る
こ
と
か
ら
、
按
分
す
る
と
善
福
寺
川
上
流
地
下
調
節
池
の

便
益
は
河
川
整
備
計
画
の
総
便
益
の
一
一.

二
％
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
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こ
れ
ら
か
ら
善
福
寺
川
上
流
地
下
調
節
池
の
費
用
便
益
比
を
推
計
す
る
と
約
〇.

五
と
な
り
、
一.

〇
を
大
き
く
下
回
る
。 

 

こ
れ
は
推
計
に
基
づ
く
数
値
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
費
用
便
益
比
が
一.

〇
を
大
き
く
下
回
る
と
推
計
さ
れ
る
事
業

に
対
し
て
、
国
が
事
業
費
の
二
分
の
一
（
約
七
〇
〇
億
円
以
上
）
に
相
当
す
る
国
費
を
交
付
す
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は

疑
問
が
残
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
以
下
質
問
を
す
る
。 

一 

善
福
寺
川
上
流
地
下
調
節
池
整
備
事
業
に
つ
い
て
、
国
交
省
は
当
該
事
業
の
費
用
便
益
比
が
一.

〇
を
上
回
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
か
。
す
な
わ
ち
、
当
該
河
川
事
業
の
実
施
に
よ
っ
て
防
止
し
得
る
災
害
に
伴
い
発
生
す
る
と
見
込
ま
れ
る
被
害
額

が
、
当
該
河
川
事
業
に
必
要
な
費
用
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
か
。
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

二 

社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
要
綱
（
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
最
終
改
正
）
に
は
、
調
節
池
整
備
事
業
と
し
て
、
「
水

系
・
一
連
区
間
単
位
等
で
算
出
し
た
費
用
便
益
比
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
水
系
・
一
連
区
間
単

位
に
複
数
の
事
業
（
河
道
整
備
、
各
調
節
池
等
）
が
含
ま
れ
る
場
合
、
費
用
便
益
比
の
高
い
事
業
（
一.

〇
を
超
え
る
）
と
、

低
い
事
業
（
一.

〇
を
下
回
る
）
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
全
体
と
し
て
は
一.

〇
を
超
え
る
と
算
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
得

る
。
実
際
に
、
上
述
の
通
り
、
東
京
都
が
申
請
し
た
「
社
会
資
本
総
合
整
備
計
画
」
（
令
和
七
年
一
月
二
十
九
日
）
に
お
い

て
は
、
「
荒
川
水
系
神
田
川
調
節
池
整
備
事
業
（
調
節
池
群
）
と
し
て
費
用
便
益
比
が
「
一.

四
」
と
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
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れ
に
は
善
福
寺
川
上
流
地
下
調
節
池
を
含
む
複
数
の
事
業
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

 
 

事
業
効
果
が
重
視
さ
れ
て
い
る
中
で
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
費
用
便
益
比
の
低
い
事
業
は
排
除
す
る
か
、
事
業
内
容
を
改
善

し
て
費
用
便
益
比
が
一.

〇
を
超
え
る
よ
う
に
す
る
等
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
要
綱
に
従
え
ば
、
こ
う
し
た
改
善
努
力

が
行
わ
れ
ず
、
公
金
の
不
要
な
支
出
が
行
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。 

 
 

国
交
省
と
し
て
、
こ
う
し
た
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
な
い
し
公
金
濫
用
を
防
ぐ
た
め
の
要
綱
改
正
等
の
措
置
が
必
要
で
は
な
い

か
。
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


